
○桜井市街なみ環境整備補助金の流れ 

〈注記〉 

① 事前協議については予算措置等が必要ですので、できる限り詳細にご相談いただきますよう宜しくお願い

いたします。 

② 補助対象部分に関する契約は、必ず補助指令書の交付を受けた後に行ってください。 

③ 必ず年度内に補助金確定通知書の交付を受けられるように全体工程を計画してください。 

申請者（所有者等） 桜井市（都市計画課） 

前年度 

１１月 

 

事業開始 

⑤ 実績の報告 

（実績報告書の提出） 

⑧ 補助金交付請求書の提出 

書類審査 

補助指令の通知 

受理 

⑦ 補助金確定通知書の交付 

① 事前協議 （事業内容、事業費の概要を把握） 

③ 補助金の交付申請 

⑥ 完了検査 

② 内示金額の伝達 

新年度 

事業実施の是非を判断 

④ 着手届けの提出 

事業完了 

 

※2月までに 

完了すること 

検査合格 

⑨ 補助金の交付 


